
選 挙 啓 発 素 材 制 作 等 業 務  

仕 様 書  

 

１  業 務 の 名 称  

  選 挙 啓 発 素 材 制 作 等 業 務  

 

２  業 務 の 目 的  

近 年 、投 票 率 は 下 降 傾 向 に あ り 、特 に 高 齢 者 層 に 対 し て 、20 代 以 下 の 若 年 層 の 投 票

率 が 低 い 傾 向 に あ る こ と か ら 、 若 年 層 に 向 け た 選 挙 啓 発 を よ り 積 極 的 に 行 っ て い く こ

と が 求 め ら れ て お り 、 選 挙 時 の 短 い 期 間 だ け で は な く 、 選 挙 期 間 以 外 に お い て も 若 年

層 に 対 す る 啓 発 を 推 進 し 、 投 票 意 欲 の 喚 起 や 投 票 に 対 す る 心 理 的 ハ ー ド ル の 解 消 に 向

け た 継 続 的 な 取 り 組 み を 行 っ て い く こ と が 重 要 で あ る  

本 業 務 は 、 上 記 の 課 題 を 踏 ま え て 、 若 年 層 へ の 選 挙 啓 発 を 効 果 的 に 行 う た め の 選 挙

啓 発 素 材 の 作 成 等 を 目 的 と す る 。  

 

３  契 約 履 行 期 間  

  契 約 締 結 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 29 日 （ 金 ） ま で と す る 。  

 

４  業 務 内 容  

受 託 者 は 、「 ２  業 務 の 目 的 」を 達 成 で き る よ う 、下 記 の と お り 、業 務 を 実 施 す る こ

と 。 詳 細 の 業 務 内 容 は 企 画 提 案 の 結 果 を 受 け て 、 札 幌 市 選 挙 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 委 託

者 」 と い う 。） と 受 託 者 で 協 議 し 、 調 整 す る も の と す る 。  

  ま た 、 受 託 者 は 、 下 記 項 目 に 係 る 一 切 （ 企 画 、 制 作 、 運 営 、 連 絡 調 整 及 び 費 用 の 支

払 い 等 ） を 業 務 範 囲 と し て 行 う も の と す る 。  

 ⑴  啓 発 マ ン ガ の 制 作  

  ア  概 要  

    委 託 者 が 指 定 す る 下 記 イ に 示 す ３ テ ー マ に つ い て 、 高 校 生 か ら 20 代 ま で の 全

て の 方 を タ ー ゲ ッ ト と し た WEB 公 開 等 で 利 用 す る マ ン ガ （ 電 子 デ ー タ ） を 制 作

す る こ と と し 、 こ の 啓 発 素 材 の 内 容 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 提 案 す る こ と 。  

  イ  マ ン ガ の テ ー マ  

   ①  選 挙 に 行 こ う ！   

  ②  誰 に 投 票 す れ ば い い の ？   

   ③  引 っ 越 し た 後 は ど う や っ て 投 票 す る の ？   

ウ  マ ン ガ の 構 成  

 ・  ４ 色 カ ラ ー と す る こ と 。  

 ・  各 マ ン ガ に は タ イ ト ル を 付 け る こ と 。 た だ し 、 提 案 に お い て タ イ ト ル は 必 須

と し な い 。  

   ・  １ テ ー マ に つ き 、「 マ ン ガ ＋ マ ン ガ の テ ー マ の 要 旨 （ 概 要 ）」 で 構 成 す る も の



と し 、マ ン ガ の コ マ 数 は ８ ～ 10 コ マ 程 度 、ペ ー ジ 数 は Ａ 4 判 １ ～ ２ ペ ー ジ 程 度

に ま と め る こ と （ 別 紙 １ を 参 照 ）。  

  エ  マ ン ガ の 用 途  

   ・  札 幌 市 選 挙 管 理 委 員 会 ホ ー ム ペ ー ジ で の 公 開  

   ・  選 挙 時 や 出 前 講 座 に お い て 、 紙 に 印 刷 し て 配 布  

   ・  市 内 小 学 校 、 中 学 校 、 高 校 に デ ー タ を 提 供 し 、 必 要 に 応 じ て 授 業 等 で の 活 用

を 依 頼  

  オ  納 品 形 式  

    PDF 形 式 の デ ー タ 及 び 編 集 可 能 な 作 成 デ ー タ（ AI デ ー タ 等 ）を 電 子 媒 体 (CD－

R 等 )で 提 出 す る こ と 。な お 、デ ー タ 作 成 等 に か か る 費 用 は 受 注 者 側 の 負 担 と す る 。 

  カ  納 入 期 限  

    令 和 ６ 年 ３ 月 15 日  

  キ  留 意 事 項  

   ・  提 案 に あ た っ て は 、 マ ン ガ の 各 テ ー マ そ れ ぞ れ に つ い て 、 舞 台 設 定 、 登 場 人

物 、 あ ら す じ や イ ラ ス ト の タ ッ チ に つ い て 、 分 か り や す く 示 す こ と 。 な お 、 プ

ロ ッ ト や ネ ー ム の 使 用 に つ い て は 任 意 と す る 。  

   ・  タ ー ゲ ッ ト を 高 校 生 か ら 20 代 ま で の 全 て の 方 と 想 定 し て い る こ と を 踏 ま え

て 、 マ ン ガ の ス ト ー リ ー や イ ラ ス ト の タ ッ チ を 考 慮 す る こ と 。 ま た 、 小 学 生 や

中 学 生 が 見 て も 理 解 で き る 内 容 と す る こ と 。  

   ・  校 正 は ３ 回 以 上 行 う こ と と す る 。 ま た 、 校 正 原 稿 作 成 前 に は 、 プ ロ ッ ト や ネ

ー ム 等 を 作 成 し 、 ス ト ー リ ー や イ ラ ス ト 、 セ リ フ 等 に つ い て 、 委 託 者 と 受 託 者

で 協 議 を 行 う も の と す る 。  

・  各 テ ー マ の 概 要 に つ い て は 、 別 紙 ２ を 参 照 す る こ と 。  

・  選 挙 が 執 行 さ れ る 際 に は 、 マ ン ガ を 利 用 し て 啓 発 動 画 や チ ラ シ を 作 成 す る こ

と を 想 定 し て い る こ と か ら 、 受 託 者 は 、 制 作 物 の 制 作 者 等 著 作 権 の 知 的 財 産 権

を 有 す る 者 と こ れ に 係 る 権 利 関 係 に つ い て も 調 整 を す る こ と （ 利 用 期 間 は 、 制

作 物 の 納 品 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 31 日 ま で ）。な お 、動 画 及 び チ ラ シ 作 成 に あ た り 、

ス ト ー リ ー や イ ラ ス ト の 改 変 は 行 わ な い 。  

 ⑵  「 選 挙 の め い す い く ん シ ー ル 」 の 制 作  

 ア  概 要  

   幼 児 か ら 小 学 生 を 主 な タ ー ゲ ッ ト と し た 啓 発 用 シ ー ル 及 び 付 録 を 制 作 す る こ と

と し 、 こ の 啓 発 素 材 の 内 容 に つ い て 提 案 す る こ と 。  

 イ  デ ザ イ ン  

  (ｱ) シ ー ル  

    ・ ４ 色 カ ラ ー と す る こ と 。た だ し 、特 定 の 政 党 を 連 想 さ せ る 色 を シ ー ル や 用

紙 の メ イ ン カ ラ ー と し て 使 用 し な い よ う 注 意 す る こ と 。  

・ 明 る い 選 挙 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー「 選 挙 の め い す い く ん 」を 用 い た デ ザ イ

ン を メ イ ン と す る が 、補 助 的 な デ ザ イ ン（ 例：投 票 用 紙 や 投 票 箱 な ど ）を 加



え る こ と は 可 と す る 。  

    ・ 制 作 に あ た り 、委 託 者 か ら 明 る い 選 挙 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー「 選 挙 の め い

す い く ん 」の 画 像 デ ー タ（ 別 紙 ３ 参 照 ）を 提 供 可 能 で あ る 。な お 、受 託 者 に

お い て 、 新 し く デ ザ イ ン を 作 成 し て も 差 し 支 え な い が 、「 選 挙 の め い す い く

ん 」の イ メ ー ジ を 損 な う も の で な い こ と 。ま た 、必 要 に 応 じ 公 財 ）明 る い 選

挙 推 進 協 会 等 の 関 係 団 体 と 調 整 を 行 う こ と 。  

    ・ シ ー ル 台 紙 に は「 選 挙 の め い す い く ん 」の テ キ ス ト を 含 ん だ タ イ ト ル を 挿

入 す る こ と 。  

  (ｲ) 付 録  

・ シ ー ル を 貼 っ て 楽 し む こ と が で き る も の（ 例：シ ー ト や シ ー ル 帳 な ど ）と

す る 。  

・ 制 作 し た シ ー ル を 貼 っ て 遊 ぶ こ と で 、選 挙 や 投 票 に つ い て 、簡 単 に 学 ぶ こ

と が で き る 内 容 の も の を 歓 迎 す る 。  

・ 付 録 中 に「 選 挙 の め い す い く ん 」の テ キ ス ト を 含 ん だ タ イ ト ル を 挿 入 す る

こ と 。  

  ウ  規 格 等  

   (ｱ) シ ー ル  

     ・  シ ー ル の 用 紙 サ イ ズ は Ｂ 5 判 か ら B6 判 程 度 と す る 。 な お 、 用 紙 の 形 状 は

問 わ な い 。  

      ・ シ ー ル の 切 り 抜 き 枚 数 は 12 枚 以 上 と す る 。シ ー ル の 切 り 抜 き 枚 数 の う ち 、

半 数 以 上 は「 選 挙 の め い す い く ん 」の デ ザ イ ン が 使 用 さ れ た も の で あ る こ と 。 

・ シ ー ル １ つ あ た り の サ イ ズ は 問 わ な い が 、幼 児 か ら 小 学 生 を 対 象 と し て い

る こ と か ら 、 小 さ く な り す ぎ な い よ う 配 慮 す る こ と 。  

      ・ シ ー ル の 材 質 や 、シ ー ル の 切 り 抜 き の 形 状 は 問 わ な い が 、タ ー ゲ ッ ト と し

て い る 幼 児 か ら 小 学 生 の 興 味 を 引 く よ う な 工 夫 を 歓 迎 す る 。  

(ｲ) 付 録  

   ・  サ イ ズ は Ｂ 5 判 程 度 と す る （ 折 り た た む こ と に よ り 、 B5 サ イ ズ 以 下 と す

る こ と が で き る 場 合 を 除 く ）。  

  エ  制 作 枚 数  

   (ｱ) シ ー ル   10,000 枚  

 (ｲ) 付 録   10,000 個  

オ  納 入 期 限  

  令 和 ６ 年 ３ 月 15 日  

カ  留 意 事 項  

 ・  提 案 に あ た っ て は 、 シ ー ル 及 び 付 録 の デ ザ イ ン 、 規 格 （ サ イ ズ 、 材 質 等 ） に

つ い て 、 分 か り や す く 示 す こ と 。  

 ・  シ ー ル と 付 録 は 、 別 々 に 納 品 し て 差 し 支 え な い （ PP 袋 へ の 封 入 等 は 要 し な

い ）。  



 ・  制 作 す る シ ー ル ・ 付 録 の PDF 形 式 の デ ー タ 及 び 編 集 可 能 な 作 成 デ ー タ （ AI

デ ー タ 等 ）を 電 子 媒 体 (CD－ R 等 )で 納 品 す る こ と 。な お 、デ ー タ 作 成 等 に か か

る 費 用 は 受 注 者 側 の 負 担 と す る 。  

 ・  選 挙 が 執 行 さ れ る 際 に は 、 納 品 さ れ た デ ー タ に 選 挙 名 や 執 行 日 を 追 記 し た 上

で 、 追 加 で シ ー ル を 作 成 す る こ と を 想 定 し て い る こ と か ら 、 受 託 者 は 、 制 作 物

の 制 作 者 等 著 作 権 の 知 的 財 産 権 を 有 す る 者 と こ れ に 係 る 権 利 関 係 に つ い て も

調 整 を す る こ と （ 期 間 は 、 制 作 物 の 納 品 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 31 日 ま で ）。  

 ⑶  大 学 生 に 対 す る 啓 発 の 実 施  

  ア  概 要  

    大 学 生 に 対 し て 投 票 参 加 を 促 す こ と を 目 的 と し た 啓 発 を 実 施 す る こ と と し 、 こ

の 内 容 に つ い て 提 案 す る こ と 。  

  イ  提 案 内 容 に つ い て  

   ・  動 画 や リ ー フ レ ッ ト の 制 作 や 、 啓 発 イ ベ ン ト の 実 施 等 、 啓 発 の 手 法 は 問 わ な

い も の と す る 。  

   ・  タ ー ゲ ッ ト で あ る 大 学 生 の ラ イ フ ス タ イ ル 等 を 踏 ま え て 、 投 票 参 加 に つ い て

大 学 生 が 自 分 ご と と し て 考 え る こ と が で き る 内 容 を 歓 迎 す る 。  

  ウ  留 意 事 項  

・  提 案 に あ た っ て は 、 制 作 物 や 企 画 の 内 容 、 規 模 、 デ ザ イ ン 、 規 格 、 納 品 方 法

等 に つ い て 、 詳 細 か つ わ か り や す く 示 す こ と 。  

・  動 画 や リ ー フ レ ッ ト 等 を 制 作 す る 場 合 、 制 作 物 に つ い て は 令 和 ６ 年 度 以 降 も

使 用 す る も の と す る 。 な お 、 用 途 に つ い て は 委 託 者 と 受 託 者 で 協 議 す る も の と

し 、 必 要 に 応 じ て 、 制 作 物 の 制 作 者 等 著 作 権 の 知 的 財 産 権 を 有 す る 者 と 用 途 に

係 る 権 利 関 係 に つ い て も 調 整 を す る こ と 。  

・  動 画 や リ ー フ レ ッ ト 等 を 制 作 す る 場 合 に は 、 作 成 デ ー タ に つ い て も 納 品 す る

こ と 。  

⑷  そ の 他 啓 発 物 の 啓 発 効 果 を 高 め る 提 案 に つ い て  

上 記 ⑴ ～ ⑵ の 制 作 に あ た り 、 仕 様 書 の 各 要 件 を 満 た し た 上 で 、 仕 様 書 に 定 め が な

い 部 分 に つ い て 、 各 制 作 物 の 啓 発 効 果 を よ り 高 め る こ と が で き る 創 意 工 夫 あ る 提 案

は 妨 げ な い 。  

 

５  権 利 関 係  

⑴  業 務 の 履 行 に あ た り 、疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、委 託 者 及 び 受 託 者 双 方 の 協 議 に よ り

処 理 す る 。  

⑵  こ の 仕 様 に 定 め の な い 事 項 は 、 委 託 者 及 び 受 託 者 で 協 議 の 上 、 決 定 す る こ と 。  

⑶  受 託 者 は 関 係 法 令 を 遵 守 し 、 誠 実 に 業 務 を 遂 行 す る こ と 。  

⑷  委 託 者 又 は 委 託 者 の 関 係 者 か ら 提 供 を 受 け た 資 料 等 は 、本 業 務 に の み 使 用 す る も

の と す る 。 た だ し 、 第 三 者 に 提 供 す る 場 合 で あ ら か じ め 委 託 者 の 承 諾 を 得 た も の に

つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。  



⑸  本 業 務 の 遂 行 に あ た り 、必 要 が あ る 場 合 は 相 互 調 整 の た め 打 ち 合 わ せ を 行 う も の

と す る 。  

⑹  本 業 務 の 遂 行 に 伴 う 打 ち 合 わ せ 、 資 料 、 計 画 等 の 内 容 に つ い て は 、 外 部 に 漏 洩 し

な い こ と 。 な お 、 本 契 約 が 終 了 し 、 ま た 解 除 さ れ た 後 に お い て も 同 様 と す る 。  

⑺  受 託 者 は 、 本 業 務 の 遂 行 に あ た り 、 第 三 者 の 著 作 権 、 著 作 者 人 格 権 及 び そ の 他 特

許 権 、 商 標 権 を 含 む い か な る 知 的 財 産 権 、 プ ラ イ バ シ ー 又 は 肖 像 権 ・ パ ブ リ シ テ ィ

権 そ の 他 の 権 利 を 侵 害 し な い こ と を 保 証 す る こ と 。 第 三 者 か ら 成 果 物 に 関 し て 権 利

侵 害 の 訴 え そ の 他 の 紛 争 が 生 じ た と き は 、 受 託 者 の 費 用 お よ び 責 任 に お い て 解 決 す

る も の と し 、 か つ 札 幌 市 に 何 ら か の 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の

と す る 。  

⑻  受 託 者 は 、 成 果 物 の 納 入 、 検 査 合 格 後 、 本 業 務 の 成 果 物 に 関 連 す る 著 作 権 （ 著 作

権 法 第 27 条 及 び 第 28 条 に 規 定 す る 権 利 を 含 む 。）を 、直 ち に 無 償 で 委 託 者 に 譲 渡 す

る も の と す る 。委 託 者 は 、著 作 権 法 第 20 条（ 同 一 性 保 持 権 ）第 2 項 に 該 当 し な い 場

合 に お い て も 、 そ の 使 用 の た め に 目 的 物 の 改 変 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。  

⑼  受 託 者 は 、 成 果 物 に 関 す る 著 作 者 人 格 権 を 、札 幌 市 ま た は 札 幌 市 が 指 定 す る 第 三

者 に 対 し て 行 使 し な い も の と す る 。  

 

６  受 託 者 は 、本 業 務 を 履 行 す る に あ た っ て 、個 人 情 報 を 取 り 扱 う 場 合 は 、「 個 人 情 報 の

保 護 に 関 す る 法 律 」及 び「 個 人 情 報 取 扱 安 全 管 理 基 準（ 別 紙 4）」を 遵 守 す る と と も に 、

個 人 情 報 の 取 扱 状 況 に つ い て 委 託 者 に 報 告 す る こ と 。 な お 、 詳 細 に つ い て は 、 別 途 指

示 す る こ と と す る 。  

 

７  環 境 へ の 配 慮 に つ い て  

  本 業 務 に お い て は 、 委 託 者 が 運 用 す る 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム に 準 じ 、 環 境 負 荷

低 減 に 努 め る こ と 。  

⑴  電 気 、 水 道 、 油 、 ガ ス 等 の 使 用 に あ た っ て は 、 極 力 節 約 に 努 め る こ と 。  

⑵  ご み 減 量 及 び リ サ イ ク ル に 努 め る こ と 。  

⑶  レ ス ペ ー パ ー を 徹 底 す る な ど 、 紙 の 使 用 量 を 減 ら す よ う に 努 め る こ と 。  

⑷  自 動 車 等 を 使 用 す る 場 合 は 、 で き る だ け 環 境 負 荷 の 少 な い 車 両 を 使 用 し 、 ア イ ド

リ ン グ ス ト ッ プ の 実 施 な ど 環 境 に 配 慮 し た 運 転 を 心 が け る こ と 。  

⑸  業 務 に 係 る 用 品 等 は 、 札 幌 市 グ リ ー ン 購 入 ガ イ ド ラ イ ン に 従 い 、 極 力 ガ イ ド ラ イ

ン 指 定 品 を 使 用 す る こ と 。  

 

８  そ の 他  

制 作 物 の デ ザ イ ン や 配 色 に つ い て は 、 札 幌 市 が 作 成 し た 「 広 報 に 関 す る 色 の ガ イ ド

ラ イ ン 」（ https://www.city.sapporo.jp/koho/color/） を 参 照 し 、 誰 に と っ て も 見 や す

く 、 分 か り や す い デ ザ イ ン と な る よ う 配 慮 す る こ と 。  

 



９  本 件 に 係 る 問 い 合 わ せ 先  

  札 幌 市 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 選 挙 課   田 中 、 森  

〒 060-8611 札 幌 市 中 央 区 北 １ 条 西 ２ 丁 目  

  電 話 ： 011-211-3247 Ｆ Ａ Ｘ ： 011-211-3956
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＜マンガの 構成につ いて（例） ＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※  マ ン ガ ＋ テ ー マ の 要 旨 で Ａ 4 判 １ ～ ２ ペ ー ジ 程 度 に ま と め る こ と と す る 。な お 、

マ ン ガ が ２ ペ ー ジ と な っ て も 差 し 支 え な い 。  

テーマの要旨 

～マンガのタイトル～ 

マンガ 
（８～10 コマ） 

Ａ４用紙 

〇 ―――――――――― 

〇 ―――――――――― 

〇 ―――――――――― 



〇選挙に行こう！（選挙に行かないとどうなる⁉）

＜選挙とは…＞
私たちの生活や社会をよりよくするため、意見を政治に反映させてくれる代表者を選ぶ仕組み。
私たちが政治に関わる最も基本的な手段。

＜投票とは…＞
最も基本的な政治への関わりとして、満18歳以上の全ての国民に保障されている権利であるとともに、社会の一員として
の責任を果たすための行為。

＜若年層の投票率について＞
令和４年７月に執行された第26回参議院議員通常選挙において、30代以下の若年層はいずれも投票率が50％を下回ってお
り、半数以上が投票に行っていない。近年、全国的に若年層の投票率や政治への関心が低い状況が顕著になっている。

＜若年層が投票に行かない理由＞
第26回参議院議員通常選挙後に18～29歳の若者を対象として実施された意識調査（※）では、投票に行かない理由として
以下のような回答がなされている。
・選挙にあまり関心がない（48.1％）
・政党の政策や候補者の人物像など。違いがよくわからない（37.0％）
・仕事があった（33.3％）
・（仕事以外の）重要な用事があった（20.4％）
・適当な候補者も政党もなかった（18.5％）
・私一人が投票してもしなくても同じだから（13.0％）
・選挙によって政治は良くならないと思った（13.0）
※公益財団法人明るい選挙推進協会が実施した「第26回参議院議員通常選挙全国意識調査」より引用

別紙２



〇選挙に行こう！（選挙に行かないとどうなる⁉）

＜若い人たちが投票に行かないとどうなる？＞

・若い人たちの意見が政治に反映されにくい
・若い人たちの意見を代表してくれる政治家が当選しにくい

・日本は少子高齢社会であり、高齢者に比べて若年層の人口が少ない。
・加えて、高齢者よりも若年層の投票率が低い状況となっている。

・教育や子育てなど、政治における若い人たち向けの政策の優先順位が低くなるかも・・・

・一人一人が投票することで自分たちの意見をしっかりと伝えることが大切

別紙２
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【参考】第26回参議院議員通常選挙（選挙区）年代別投票率（札幌市）
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〇誰に投票すればいいの？

第26回参議院議員通常選挙後に実施された意識調査において、「政党の政策や候補者の人物像など。違いがよくわから
ない」、「適当な候補者も政党もなかった」という回答がなされている。

誰（どの政党）に投票するかを決めるために、政党や政治家の主張の違いをどのようにしてしることができるか？

・新聞やテレビの報道
・政治家や政党のホームページやSNS
・政見放送
・選挙公報
・候補者のポスター（ポスター掲示場）
・街頭演説会
・公約集（マニフェスト）
・ボートマッチ（新聞社等がインターネット上で開設していて、質問に回答していくと、自分の考えに一番近い候補者
や政党を示してくれるもの）

・様々な媒体から情報を得ることが可能。
・まずは、自分の関心のあるテーマについて、政党や政治家の主張の違いを調べてみよう。
・普段から意識して色々な意見や情報を調べて、自分で判断することが大切。

別紙２



〇引っ越した後はどうやって投票するの？

・進学や就職などで新住所に引っ越す。
・引っ越してから３か月以内は選挙人名簿登録（※）が引っ越し前の自治体にあるため、引っ越し前の自治体にいかな
いと投票ができない。

投票は諦めないといけない？

不在者投票が可能！
【不在者投票の方法】
①旧住所地の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類の請求。
②旧住所地の選挙管理委員会から投票用紙など必要書類が郵送される。
③②で送付された必要書類を新住所地の選挙管理委員会に持参して投票

・投票案内ハガキが届かない場合などは、まずは旧住所地の選挙管理委員会に連絡！
・札幌市では投票用紙などの必要書類をオンラインから請求可能
・仕事や旅行で選挙日や期日前投票期間中、住民登録がある市区町村に滞在していない方も不在者投票が可能。
・投票用紙などの郵送に時間がかかる場合があるため、早めの手続きがおすすめ。

別紙２

投票日や期日前投票期間中に引っ越し前の住所地に行くことができない。

※有権者は選挙人名簿に登録されている自治体で投票を行う。
選挙人名簿の異動は、同一の市町村に引き続き３ヶ月以上住んでいることを要件として行われる。



別紙３ 
基本 ポー ズ  バン ザイ ！  みん なの 一票 大切 に  

   

 

困っ たな ！  ヤッ タネ ！  ダメ ！  

   

 

V・ポ ー ズ  見て ね！  ガッ ツポ ーズ  

   

 

見て ね！  なな め向 き①  なな め向 き②  

   

 

横向 き  投票 時間 ①  投票 時間 ②  
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投票 時間 ③  投票 時間 ④  投票 忘れ ずに ！①  

   

 

投票 忘れ ずに ！②  未 来 を つ く る あ な た の 一 票 ①  未 来 を つ く る あ な た の 一 票 ②  

   

 

忘れ ずに 投票 して ね  あな たの 一票 を大 切 に  

  

 

投票 日の おで かけ は 、 投票 所経 由で  政治 への 無関 心は 災 難 の始 まり  

  

 

投票 する こと を誓 い ま す！  忘れ ずに 投票 して ね ①  

  



別紙３ 
忘れ ずに 投票 して ね ②  未来 のた めに みん な で 投票  

  

 

選挙 のめ いす いく ん の  

「お 父さ ん」  

選挙 のめ いす いく ん の  

「お 母さ ん」  

  

 

選挙 のめ いす いく ん の 妹  

「メ イち ゃん 」  

選挙 のめ いす いく ん の 弟  

「た だし くん 」  
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【別紙４】 

個人情報取扱安全管理基準 

 

１ 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 

  個人情報の適正な取扱いの確保について基本方針を策定していること。 

  また、以下の内容を記載した個人情報の保護に関する規程及び個人情報の取扱手順

等が定められていること。 

 (1) 組織的安全管理措置 

 (2) 人的安全管理措置 

 (3) 物理的安全管理措置 

 (4) 技術的安全管理措置 

 ※ 上記(1)～(4)の具体的内容については、個人情報保護委員会ホームページ 

（https://www.ppc.go.jp）に掲載されている「個人情報の保護に関する法律につい

ての事務対応ガイド（行政機関等向け）」の「４－３－１」の「安全管理措置（法第

６６条）」を御確認ください。 

 

２ 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置 

  個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者が定められており、基本

方針、規程及び個人情報の取扱手順等に明記されていること。 

 

３ 従業者の指定、教育及び監督 

 (1) 個人情報の秘密保持に関する事項が就業規則等に明記されていること。 

 (2) 個人情報を取り扱う従業者を指定すること。 

 (3) 個人情報の取扱い、情報システムの運用・管理・セキュリティ対策及びサイバー

セキュリティの研修計画を策定し、従業者に対し毎年１回以上研修等を実施してい

ること。また、個人情報を取り扱う従業者は、必ず１回以上研修等を受講している

者としていること。 

 (4) 総括保護管理者及び保護管理者は、従業者に対して必要かつ適切な監督を行うこ

と。 
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４ 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 

 (1) 個人情報を取り扱う管理区域を明確にし、当該区域に壁又は間仕切り等を設置す

ること。 

  【管理区域の例】 

  ・ サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 

  ・ 個人情報を保管する区域 

  ・ その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域 

 (2) (1)で設定した管理区域について入室する権限を有する従業者を定めること。 

   また、入室に当たっては、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化

及び部外者が入室する場合は、管理者の立会い等の措置を講ずること。さらに、入

退室の記録を保管していること。 

 (3) (1)で設定した管理区域について入室に係る認証機能を設定し、パスワード等の

管理に関する定めの整備及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置

を講ずること。 

 (4) 外部からの不正な侵入に備え、施錠装置、警報措置及び監視装置の設置等の措置

を講ずること。 

 (5) 管理区域では、許可された電子媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等

の必要な措置を講ずること。 

 

５ セキュリティ強化のための管理策 

  情報資産の盗難、紛失、持出し、複写・複製、目的外の使用及び第三者への提供を

防止するため以下の対策を実施していること。 

 (1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機等は、他のコンピュータと接続しない単

独による設置又は当該業務に必要な機器のみと接続していること。また、インター

ネット及び当該業務を実施する施設外に接続するイントラネット等の他のネット

ワークに接続していないこと。ただし、本市の許可を得た場合はこの限りでない。 

 (2) 個人情報の取扱いにおいてサーバを使用している場合は、当該業務を実施する施

設内に設置していること。また、サーバへのアクセス権限を有する従業者を定める

こと。さらに、部外者のアクセスは必要最小限とし、管理者の立会い等の措置を講

ずること。ただし、本市の許可を得た場合はこの限りでない。 
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 (3) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等は、アクセス権等を設定し、使

用できる従業者を限定すること。また、アクセスログやログイン実績等から従業者

の利用状況を記録し、保管していること。 

 (4) 記録機能を有する機器の電子計算機等への接続制限について必要な措置を講ずる

こと。 

 (5) 本市が貸与する文書、電子媒体及び業務にて作成した電子データを取り扱う従業

者を定めること。 

 (6) 業務にて作成した電子データを保存するときは、暗号化又はパスワードにより秘

匿すること。また、保存した電子データにアクセスできる従業者を限定するととも

にアクセスログ等から従業者の利用状況を記録し、契約期間終了後、１年以上保管

していること。 

 (7) 本市が貸与する文書及び電子媒体は、施錠できる耐火金庫及び耐火キャビネット

等にて保管すること。また、書類の持ち出し記録等を作成していること。 

 (8) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、従業者が正当なアクセス権を

有する者であることをユーザ ID、パスワード、磁気・IC カード又は生体情報等のい

ずれかにより識別し、認証していること。 

 (9) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、セキュリティ対策ソフトウェ

ア等（ウィルス対策ソフトウェア等）を導入していること。 

 (10)業務にて作成した電子データを削除した場合は、削除した記録を作成しているこ

と。また、削除したことについて証明書等により確認できる措置を講ずること。 

 (11)個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等を廃棄する場合は、専用のデー

タ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用す

ること。 

 (12)本市の許可なく第三者に委託しないこと。 

 

６ 事件・事故における報告連絡体制 

 (1) 従業者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の管理者への報

告連絡体制を整備していること。 

 (2) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案の発生又は兆候を把握した場合の従業者から

管理者等への報告連絡体制を整備していること。 
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 (3) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案が発生した際の本市及び関連団体への報告連

絡体制を整備していること。併せて、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策

の検討並びに決定等に係る体制及び手順等を整備していること。 

 

７ 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制 

  本市が貸与する文書、電子媒体及び左記書類等に基づき作成される電子データを持

ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用すること。また、暗号化、パスワードによる

保護、追跡可能な移送手段等により、破損、紛失、盗難等のないよう十分に配慮して

いること。 

 

８ 関係法令の遵守 

  個人情報の保護に係る関係法令を遵守するために、必要な体制を備えていること。 

 

９ 定期監査の実施 

  個人情報の管理の状況について、定期に、及び必要に応じ、随時に点検、内部監査

及び外部監査を実施すること。 

 

１０ 個人情報取扱状況報告書の提出 

  本市の求めに応じ、又は当該業務契約に基づき、各月の期間ごとの役務完了の書面

提出時において、本市が指定する様式にて個人情報取扱状況報告書を提出すること。 

 

１１ 情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ISMS」という。）又はプライバシ

ーマーク等の規格認証 

  ISMS（国際標準規格 ISO/IEC27001:2013、日本工業規格 JISQ27001:2014）、プライバ

シーマーク（日本工業規格 JISQ15001:2006）等の規格認証を受けていること。 


